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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年７月２１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年９月２７日 ００時３０分ごろ 

発生場所 山口県長門市川尻岬北東方沖 

長門川尻岬灯台から真方位０５０°６.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３０.７′ 東経１３１°０４.５′） 

事故調査の経過  平成２２年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 雄
ゆう

昌
しょう

、９８トン 

   １３５３９１、個人所有 

   ３１.４２ｍ×７.００ｍ×２.９８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６９８KＷ、平成８年９月 

Ｂ 台船 東伸
とうしん

、トン数なし 

   船舶番号なし、株式会社近藤海事 

   ６０.０ｍ×２０.０ｍ×３.５ｍ、鋼 

   機関なし、平成４年８月（建造） 

Ｃ 漁船 海
かい

栄
えい

丸、４.９９トン 

   ＹＧ３－４３９９６（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.１０ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５５年１１月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５２年７月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年７月１３日 

    免状有効期間満了日 平成２６年９月１３日 

航海士Ａ（二等航海士） 男性 ５４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成７年８月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年８月３０日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５１年４月２３日 

    免許証交付日 平成１８年２月１３日 

            （平成２３年１０月２３日まで有効） 
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 航海士Ａは、Ｃ船がＡ船と互いに右舷を対して通過する態勢であったこ

とから危険を感じず、汽笛や探照灯を使用しなかった。 

Ｃ船は、操舵室が船尾側に配置された小型漁船であった。 

 船長Ｃは、本事故当日、体調不良を訴えていなかった。 

 船長Ｃは、発見されたとき、救命胴衣を着用していなかった。 

本事故当時、Ａ船引船列及びＣ船の周囲に他船はいなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

Ａ船引船列は、川尻岬北東方沖を南西進中、航

海士Ａが、Ｃ船と互いに右舷を対して通過する態

勢になったことから、針路及び速力を保持して航

行したものと考えられる。 

Ｃ船は、Ａ船と右舷を対して通過したのち、右

転してＡ船にえい
．．

航されていたＢ船と衝突した可

能性があると考えられるが、Ｃ船の運航状況及び

船長Ｃの行動については、明らかにすることがで

きなかった。 

Ｂ船が、法定灯火である舷灯１対及び船尾灯１

個を掲げていれば、本事故の発生を回避できた可

能性があると考えられる。 

Ｂ船及びＣ船の損傷状況から、Ｃ船は、Ｂ船の

船首部及びその付近のえい
．．

航索に衝突したのち、

Ｂ船の船底下に潜り込み、Ｂ船の船尾方に流され

た可能性があると考えられる。 

船長Ｃの死因は、溺水であった。 

原因  本事故は、夜間、川尻岬北東方沖において、Ａ船がＢ船をえい
．．

航して南

西進中、Ｃ船が航行中、Ｂ船とＣ船とが衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・適切な法定灯火を掲げること。 

・法定灯火が示す船舶の状態について正確に理解しておくこと。 

 

 




